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第 101 回国際協同組合デー 

JCA 会長メッセージ 
 

国際協同組合デーは、今年で 101 回を迎えます。デーは、国際協同組合同盟（ICA）の呼びかけの

もと、1923 年から毎年 7 月第 1 土曜日に設定され、国際連帯と世界平和を願い、協同組合への認知

を高め、協同組合運動の思想を広めることを目的に、世界中で取り組まれてきたものです。 

 

今年のデーの世界共通スローガンは「協同組合は持続可能な社会づくりに貢献します（Cooperatives 

for sustainable development）」です。2030 年を目標年次とする持続可能な開発目標（SDGs）が折

り返し地点を迎えた今、協同組合の SDGs 達成への貢献を示していこう、と ICA は呼びかけています。 

 

では、協同組合はどのように SDGs の達成に貢献するのでしょうか。それは、私たちが協同組合の

先人から受け継ぎ育んできた“協同組合らしさ”を十全に発揮することだと思います。 

 

おりしも ICA では、2021 年 12 月のソウル大会を起点に、協同組合のアイデンティティ（定義・価

値・原則。1995 年原則）に関する世界的協議を開始しました。1995 年の採択から 28 年がたち、協

同組合を取り巻く環境が大きく変化するなかで、協同組合のアイデンティティ（＝協同組合らしさ）を

学び理解し、活かし、改定の可能性を含めた検討を呼びかけています。 

 

JCA では、ICA による世界的協議の提起を、日本において、協同組合の実践をアイデンティティに

照らして確認し、発展させていく機会として活用するため、2023 年度をアイデンティティに関する

「話し合いの年」と位置付け、「これからの協同組合を話し合うワークショップ（参加型の話し合いの

場）」等の実施を呼びかけています。 

 

協同組合のアイデンティティに関する世界的協議の動きも踏まえ、今年のデーを、持続可能な社会

を創っていくために、私たちが協同組合らしさをどのように発揮していくのか、ともに話し合う機会

としていきましょう。そして、話し合いの成果や気づきを活かし、それぞれの実践を発展させていくと

ともに、協同組合運動をさらに広げていきましょう。 

 

2023（令和 5）年６月 

一般社団法人 日本協同組合連携機構（JCA） 

代表理事会長 中 家  徹 
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国際協同組合デーとは 
国際協同組合デーは、国際連帯と世界平和を願い、協同組合への認知を高め、協同組合運動の思想を

広めることを目的に、国際協同組合同盟（ICA）の呼びかけのもと毎年 7 月第 1 土曜日に世界中で取

り組まれてきました。1923 年に第 1 回が行われ、今年は第 101 回となります。 

 

 国際協同組合デーはどのように始まったのでしょうか1。 

 1895 年の ICA 設立以来、3 年以内の間隔で開催されてきた ICA 大会は、1913 年の第 9 回大会の

後、第 1 次世界大戦（1914～1918 年）のため中断を余儀なくされます。8 年を経た 1921 年に大会

が再開されたものの、1922 年にイタリアでファシスト政権が生まれ、協同組合運動の弾圧が行われる

ようになるなど、ヨーロッパに再び不穏な空気が漂い始めます。 

 そうした中で、当時の ICA 会長フートハルト2（G. J. D. C. Goedhart）は、協同組合の理念、社会

的意義、協同組合によるより人間的な社会の実現方法を、組合員だけでなく一般の人たちにも知らせ

ることの必要性を訴え、1922 年 10 月の ICA 執行委員会は、7 月第 1 土曜日を「協同組合人の日」

とすることを決定し、1923 年 7 月 7 日の「協同組合人の日」が最初のデーとなりました。この日の

ためのフートハルトのメッセージは、「この祭典は、全世界の人びとに、協同組合人の連帯と協同組合

の組織力が経済的解放の手段となっていくことを、また世界平和の保障となっていくことを明示する

効果を発揮するであろう」と述べました3。 

  

このように、協同組合がよりよい社会を創っていくこと、それが世界平和を実現していくことを、組

合員以外の一般の人たちを含め広く訴えるために、国際協同組合デーは始まりました。 

 ICA 設立 100 年の 1995 年からは、国連もこの日を国際デーの一つとしています。 

 

  

 
1 国際協同組合デーの始まりについては、中川雄一郎「協同組合のビジョンとアイデンティティの歴史」（中川雄一郎・

杉本貴志編『協同組合を学ぶ』日本経済評論社、2012 年、38～86 ページ）に基づきます。 
2 名前のカタカナ表記は次の文献によりました。鈴木岳「G. J. D. C. フートハルト」『生活協同組合研究』第 431 号、

2011 年 12 月。 
3 中川前掲論文 58 ページ。 



4 | 

 

国際協同組合同盟(ICA)とは 
1895 年ロンドンで設立された世界の協同組合の連合組織であり（現在の本部：ブリュッセル）、世

界各国の農業、消費者、信用、共済、保健、漁業、林業、労働者、旅行、住宅、エネルギー等あらゆる

分野の協同組合の全国組織などが加盟しています。2023 年 5 月現在、107 カ国の 310 組織が加盟し、

世界の 300 万の協同組合、10 億人の組合員を代表しており、世界最大の非政府組織（NGO）の一つ

です。 

世界の協同組合の協力や交流をすすめるとともに、協同組合の定義・価値・原則4を定め、それに基

づき協同組合を代表して国連機関等への提言や広報活動を行い、世界の協同組合運動の発展を目指し

ています。 

 

ICA は、国連経済社会理事会（ECOSOC）の総合諮問資格を最初に（1946 年）取得した３つの

NGO のうちの１つであり、国連への働きかけは ICA の重要な役割です。 

2002 年には、国際労働機関（ILO）が「雇用創出、資源の動員、投資の創出、経済に対する貢献

における協同組合の重要性」や「協同組合がすべての人びとの経済的・社会的開発への最大限の参加

を促進すること」を認め、すべての国において協同組合の可能性を促進する措置をとるべきことなど

を勧告しました（第 193 号勧告）。また、国連は、貧困削減や雇用創出、社会的統合への協同組合の

貢献に対する認知を高めるため、2012 年を「国際協同組合年」と定めました。2016 年には国連教

育科学文化機関（ユネスコ）が「協同組合は共通の利益と価値を通じてコミュニティづくりを行うこ

とができる組織であり、さまざまな社会的な問題への創意工夫あふれる解決策を編み出している」と

評価し、「協同組合の思想と実践」を人類の無形文化遺産に登録しました。このように、協同組合は

国連機関から高い評価を受けています。 

 

  

 
4 協同組合の定義・価値・原則を示したものが、1995 年「採択の協同組合のアイデンティティに関する ICA 声明」で

す。（19 ページ） 
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協同組合のアイデンティティ（定義・価値・原則）

に関する世界的協議と日本での取り組みについて 
協同組合のアイデンティティとは協同組合を他の企業形態と区別する「協同組合らしさ」「協同組合

の特質」を表す言葉です。 

 

1895 年に設立された国際協同組合同盟（ICA）は、1937 年に世界の協同組合の行動の指針として

の「協同組合原則」を採択し、1966 年には先進国の経済成長や発展途上国の独立などの環境の変化を

踏まえて原則の改定を行いました。 

1980 年 ICA モスクワ大会のレイドロー報告における協同組合の思想的危機に対する警鐘を受け、

ICA は協同組合の基本的価値の検討を行い、冷戦の終結と市場経済の世界への広がりという新しい環

境のもと、1995 年の設立 100 周年記念大会で「協同組合のアイデンティティに関する ICA 声明」を

採択しました。 

同声明は、協同組合の定義（協同組合とは何か）と価値（協同組合が大切にする理念や考え方）を初

めて明示するとともに、それまであった協同組合原則に必要な改定を加えたうえでそれを「価値を実

践するための指針」として位置づけました。定義・価値・原則を示し協同組合とは何かを明示した同声

明は、2001 年の国連のガイドラインや 2002 年の国際労働機関（ILO）の勧告にも盛り込まれていき

ます。 

 

 同声明採択から 28 年がたちました。現在、貧困や格差、不安定な仕事、少子高齢化、地域の存続の

危機、暴力・戦争、気候変動、自然災害、感染症などさまざまな問題が、私たちのくらしや地域に課題

をもたらしています。こうした状況のなかで、協同組合が協同組合らしさ（＝アイデンティティ）を活

かしてくらしや地域の課題に取り組み、持続可能なよりよい社会を創っていく必要があるという問題

意識から、ICA は、協同組合のアイデンティティ（定義・価値・原則）を学び理解し、活かし、改定の

必要性を含め検討することを目的に、協同組合のアイデンティティに関する世界的協議を 2021 年 12

月の ICA ソウル大会を起点に開始しました。 

 

 JCA では、ICA による世界的協議の提起を、日本において、協同組合の実践をアイデンティティに

照らして確認し、発展させていく機会として活用するため、2022 年度の学習活動に続く取り組みとし

て、2023 年度をアイデンティティに関する「話し合いの年」と位置付け、「これからの協同組合を話

し合うワークショップ（参加型の話し合いの場）」等の実施を呼びかけています。 

 また、JCA として、各組織でのワークショップ等の結果などをふまえ、協同組合のアイデンティテ

ィに関する提言を作成し、2023 年度末を目途に、 ICA に提出していく予定です。 
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協同組合と SDGs  

「持続可能な開発目標」(Sustainable Development 

Goals/SDGs)とは、2015 年 9 月の国連サミッ卜で採択され

た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」（アジェン

ダは行動計画を意味します）に盛り込まれた 17 の目標で

す。貧困、飢餓、気候変動など人類・地球が直面する問題を

解決し、「持続可能」な世界を実現するため、2030 年までの

達成を目指して世界各国で取り組みが進められています。 

しかし、JCA 会長メッセージにあるとおり、SDGs の達成

は危機的な状況にあると考えられます。 

協同組合は、これまでも貧困や飢餓などの問題に取り組ん

できており、国連により SDGs を達成するための重要なステークホルダーの一つとして位置づけられ

ています。ICA も全世界の協同組合が SDGs の達成に向けて取り組むことを呼び掛けています。日本

でも、政府による「SDGs 実施指針」に協同組合が明記されています。2022 年４月からは、政府の

「SDGs 推進円卓会議」に、協同組合から JCA の比嘉政浩代表理事専務が参加しています。 

このように、SDGs の達成に協同組合が果たす役割に、国内外で大きな期待が寄せられています。 

 

SDGs に関連する協同組合の取り組み事例 
協同組合は、下記の取り組み事例にみられるように、協同組合らしさを発揮し SDGs の達成に役割

を果たしていくことができます。 

 

○組合員の所得向上、金融·共済サービスの提供 

○多重債務問題への取り組み 

○困難を抱える女性や若者・高齢者・障がい者・生活困窮者等の就労支援や雇用促進 

○開発途上国でのマイクロインシュアランスの普及支援 

 

○国内における農林漁業の振興と食料の安定供給、金融・共済サービスの提供 
○発展途上国における農林漁業支援 
○高齢者・障がい者等への配食事業 
○こども食堂・地域食堂・フードバンクの運営 
○コロナ禍での学生への食料支援 
○移動販売 

 

○病院・診療所・歯科等の運営／僻地医療の提供 

○高齢者・障がい者等のケア事業／健康づくり・介護予防活動 

○子育て関連事業／地域の見守り・助け合い活動 

○交通安全啓発活動 

○共済による医療保障の提供 

 

○奨学金問題への取り組み ／学習支援事業 

○学生生活支援サービスの提供 

○大学等における寄付講座 ／環境教育・生涯学習への取り組み 

○各種専門技術教育・職業訓練の提供 
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○女性の雇用創出 

○子育て支援事業 

○女性が働きやすい職場環境づくり  

○DV 等から女性を保護するためのシェルター事業 

 

○森林・水田管理を通じた水資源の保全と生態系の保護 

○「せっけん運動」の普及·促進 

 

○太陽光・風カ・小水カ・バイオマス発電事業 

○バイオディーゼル燃料事業 

○エコオフィス・エコ住宅等の促進 

 

 

○勤労者・非正規勤労者失業者への金融支援サービス／フリーランサーヘの各種支援  

○中小企業への金融サービスの提供を通じた成長支援／地域での創業・起業活動の創出支援  

○労働環境の改善・人材育成への支援／農林漁業従事者への各種支援／人手不足の解消 

○グリーンツーリズム等の持続可能な観光業／共済を通じた保障へのアクセスの促進・拡大  

○協同組合によるディーセントワークの創出 

 

○地域包括ケアヘの取り組み／農林漁業における ICT 等の先進技術の普及 促進 

○中小企業への金融サービスの提供を通じた成長支援／共同経済事業による中小企業の振興  

○ICT を活用した事業革新・生産性向上への取り組み／新技術・新サービス・新価値創出への支援  

○地域産業の次世代の担い手を育成する「場」の形成支援 

○地域産業を担う人材の確保・育成、技術・技能の継承 

 

○国内外におけるフェアトレードの促進 

○人権問題の啓発活動 

 

○コミュニティバス・買物バス・移動販売・介護タクシー等の運営 

○シェルター事業等の一時住宅支援／高齢者・子ども・障がい者等の「居場所」づくり 

○地域の見守り・助け合い活動／交通安全インフラ整備 

○農林漁業を通じた環境保全と防災／共済サービスの提供を通じた被災者の生活再建支援  

○災害救援活動／市民農園の提供／防災教育を目的としたイベントの開催 

 

○食の安全確保と情報提供 ／エシカル消費に関連した商品供給 

○国内外におけるフェアトレードの促進／森林認証制度・間伐材マークの普及 

○フードバンク・リサイクル事業等を通じた資源効率の改善 

○安心安全や環境に配慮した製商品の共同開発 

○環境負荷低減施設の共同利用 

◯アップサイクルによる資源ロス削減の推進 

 

○森林整備による CO2 吸収機能の発揮 

○事業における CO2 排出量の削減の取り組み 

○屋上緑化・グリーンカーテンなどの取り組み 

○再生可能エネルギーの普及・促進 

○グリーンボンドヘの投資 
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○海洋への栄養分を供給するための森林整備 

○商品購入を通じた海洋保全の取り組み 

○海洋環境保全団体への助成事業 

○漁場環境整備及び資源管理の推進 

 

○環境保全型農業の推進 ／在来種の保存 

○森林資源の持続可能な利用 

○森林整備による生物多様性の保全 

○里山再生事業 

○商品購入を通じた環境保全の取り組み 

 

○ヒバクシャ国際署名活動の支援 

○平和問題への取り組み 

○核兵器廃絶の取り組み 

○刑余者・保護観察対象者等の就労·社会復帰の支援 

 

○国内外における協同組合間の連携 

○国内における自治体、労働組合、NGO·NPO 等との連携 

○地域の市民・企業・行政の連携による共有価値の創造 

 

日本協同組合連携機構(JCA)とは 

一般社団法人日本協同組合連携機構（JCA）は、日本国内の各種協同組合の連携や海外協同組合との

連携をすすめてきた「日本協同組合連絡協議会(JJC)」（日本の ICA 会員 17 団体で構成）の取り組み

を引き継ぎ、一般社団法人 JC 総研を改組し、2018 年 4 月 1 日に誕生した組織です。JCA の目的は 

“協同組合の健全な発展と地域のよりよいくらし・仕事づくりへの貢献＂ です。このために JCA は、

「協同組合間連携の推進・支援」、「政策提言・広報」、「調査・教育·研究」の 3 つの機能を備え、地域・

都道府県·全国・国際の各段階における様々な協同組合の間の連携を支援・拡大し、協同組合の力を結

集して地域の課題の解決を目指します。 

第 1 号会員（一般社団法人の社員）として協同組合の全国組織 19 団体、第 2 号会員には JA 都道府

県中央会や協同組合全国組織等、第 3 号会員には地域の各種協同組合や連合会等が加入しています。 
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協同組合の全国組織（JCA 第 1・2 号会員） 
   

◆全国農業協同組合中央会  ◆全国農業協同組合連合会 

JA 全中  JA 全農 

JA 全中は、わが国の JA グル—プの代表・総

合調整を担う組織です。都道府県中央会ととも

に、全国の JA や連合会の意見を代表し、事業や

経営に関する相談、政策への意思反映、広報、組

合員·役職員教育などの活動を行っています。 

こうした活動を通じ、わが国農業の振興、安

全·安心で豊かな食べものの提供、地域の活性化

など、JA グループの取り組みを推進していま

す。 

 JA 全農は、わが国の JA グループの一員とし

て、農畜産物の販売や生産資材・生活資材の供給

など、経済事業を行っている組織です。 

経済事業を通じて JA の事業をサポートし、JA

組合員の農業振興、経済的・社会的地位向上に寄

与するとともに、安全・安心な農畜産物の提供を

通じて、生産者と消費者を安心で結ぶ取り組み

を行っています。 

 

   

◆全国共済農業協同組合連合会  
◆農林中央金庫 

JA 共済連  

JA 共済連は、わが国の JA グループの一員と

して、「相互扶助」の理念に基づき「JA 共済」の

愛称でJAと一体となって共済事業を行っている

組織で、各種の企画、共済仕組みの開発、資産運

用、支払共済金にかかる準備金の積立てなどを

行っています。 

JA 共済は、JA と JA 共済連が共同で共済契約

をお引き受けし、組合員・利用者の皆様に「ひと・

いえ・くるまの総合保障」の提供を通じて、豊か

な生活づくりに努めるとともに、安心して暮ら

すことのできる地域社会づくりに貢献していま

す。 

 農林中央金庫は、農林水産業者の協同組織を

基盤とする全国金融機関として、JA（農協）、JF

（漁協）、JForest（森組）など会員のみなさまの

ために金融の円滑を図ることにより、農林水産

業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資

するという重要な社会的役割を担っています。 

この役割を果たすため、JA（農協）、JF（漁協）、

JForest（森組）などからの出資や、JA バンク、

JF マリンバンクの安定的な資金調達基盤を背景

に、会員や農林水産業者、農林水産業に関連する

企業などへの貸出を行うとともに、国内外で多

様な投融資を行い、資金の効率的な運用を図る

ことにより、会員のみなさまへの安定的な収益

還元に努めています。 
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◆一般社団法人家の光協会 
 

◆株式会社日本農業新聞 

一般社団法人家の光協会は、農山漁村文化の

向上に寄与することを目的として設立された、

JA グループの出版文化団体です。『家の光』は“協

同の心”を家庭で育む雑誌として 1925 年に創刊

され、「食と農」「暮らし」などをテーマとした記

事を掲載しています。このほか、農業・地域・JA

組織のリーダーのためのオピニオン誌『地上』、

食農教育をすすめる子ども雑誌『ちゃぐりん』、

家庭菜園雑誌『やさい畑』、園芸、料理、協同組

合などの分野の書籍を発行しています。また、食

と農を中心に生活全般をテーマとした Web サ

イト『あたらしい日日
にちにち

』でも情報を発信 

しています。 

また、雑誌・書籍を用いた記事活用・文化活動

を通じて、JA 組合員や地域住民の暮らしを豊か

にする取り組みを行うほか、食農教育、読書活

動、国際交流、映像フォトライブラリー事業など

の公益事業を展開しています。 

 株式会社日本農業新聞は 1928 年「市況通

報」として発行を開始、2002 年 8 月には、農

業協同組合法に基づく「農協組織」から、オー

ル JA を結ぶ株式会社となりました。創刊 90 周

年を迎えた日本で唯一の日刊農業専門紙、食と

農の総合情報メディアとして現在に至っていま

す。日本農業新聞の発行のほか、農畜産物の価

格指標を示す「net アグリ市況」、JA 農産物直

売所情報紙「フレ・マルシェ」、JA 広報のコン

サルタント、海外農業研修視察団の派遣や各種

セミナーの開催など、多彩な事業を展開してい

ます。 

私たちは、生命産業を応援し、それを支える

担い手たちとともに歩みます。JA グループをは

じめ協同組合運動に携わる組合員、アグリビジ

ネス、行政や研究機関、NPO や NGO など、食

と農に思いを寄せるすべての人たちと手を携え

ていきます。 

   

◆日本生活協同組合連合会  ◆全国漁業協同組合連合会 

日本生協連  JF 全漁連 

日本生協連は、各地の生協や都道府県別・事業

種別の生協連合会が加入する全国連合会です。

1951 年 3 月に設立され、現在 312 の生協・連

合会が加入し、会員生協の総事業高は約 3.7 兆

円、組合員総数は約 3,000 万人の日本最大の消

費者組織です。 

全国の生協の中央会的役割としてさまざまな

団体と連携し、生協への理解を広げ、社会制度の

充実に向けた政策提言などを行っています。 

また、コープ商品の開発と会員生協への供給、

会員生協の事業や活動のサポートなどを通し

て、生協の発展を支える役割も果たしています。 

 JF 全漁連は、漁業者が地域ごとに結成してい

る JF（漁業協同組合）の全国組織です。 

全国の JF や JF 連合会とともに JF グループで

必要な燃油等漁業用資機材の供給、組合員の漁

獲物の販売等、各種経済事業、並びに、漁政活動、

組織・事業強化支援活動、教育・研修活動、JF 連

合会の監査、国際的連帯強化、広報等の、いわゆ

る指導事業を行っています。 

これらの諸活動を通じ安全・安心な水産食料

の安定供給、わが国水産業の発展と JF の地域社

会への貢献等に資するため必要な取組を支援・

推進しています。 
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◆全国森林組合連合会  ◆全国労働者共済生活協同組合連合会 

JForest 全森連  こくみん共済 coop〈全労済〉 

JForest 全森連は、森林所有者を組合員とした

森林組合、各道府県森林組合連合会の全国組織

です。森林経営の指導、木材等の販売、林業用資

材等の購買、林業従事者の育成などの事業のほ

か、森林所有者及び山村の立場から森林・林業政

策への提言を行っています。 

協同組合精神に基づき、会員が協同して事業

を推進することで、組合員の経済的社会的地位

の向上を図るとともに、国土の 3 分の 2 を占め

る森林の持つ多面的機能が発揮されるよう、森

林の適切な整備・保全を進めています。 

 こくみん共済 coop〈全労済〉は、共済事業を

通じて組合員の安心とゆとりある暮らしをサポ

ートする保障の生協です。組合員のニーズに応

じたさまざまな共済を提供するとともに、SDGs

への貢献に向け、防災・減災、子どもの健全育成

などへの取り組みを展開しています。 

はたらく仲間のたすけあいとして始まった共

済を、より多くの方に届けたいとスタートした

「こくみん共済」は、おかげさまで 40 周年の節

目を迎えることとなりました。これまで支えて

くださった組合員の皆さまへの感謝の気持ちを

込めて、現在、各種イベントの開催や新しいサー

ビスの提供などを行っています。 

私たちは、理念である「みんなでたすけあい、

豊かで安心できる社会づくり」の実現に向け、

「共済」を通じて人と人とのさらなる「たすけあ

いの輪」をむすび、「安心のネットワーク」をひ

ろげていきます。 

   

◆日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会   ◆全国大学生活協同組合連合会 

日本労協連  全国大学生協連 

ワーカーズコープは、働く者が協同・連帯し、

よい仕事・仕事おこしを通じて「協同の関係」を

地域の中に育み、ともに生きる持続可能な社会

を目指して「協同労働」を深め広げる協同組合で

す。 

働く人が出資し、民主的に経営する協同労働

と社会連帯運動を通じた地域づくりをめざし、

多様な仲間とともに清掃・物流・介護・子育て・

就労支援・困窮者支援・地域循環事業等を展開。

ワーカーズコープ連合会は、労働者協同組合お

よび関連団体から構成され、協同労働の普及、加

盟組織間の情報共有、労働者協同組合の設立支

援、2022 年 10 月に施行された労働者協同組合

法の推進等に取り組んでいます。 

 
大学生協は長年、学生・教職員の生活向上を目

指し、大学の福利厚生を担い、同時に環境問題な

どの諸活動を推進してきました。運営に当たる

のは各大学の学生・教職員です。現在は、大学改

革が進行する中、魅力ある大学づくりに参画し、

大学の“学びと成長”を支援する活動と事業にも

重点を置き、協同体験を組合員の成長と大学生

協の力にすることをめざしています。全国大学

生協連は、会員生協の全国的な意思形成をもと

に、それらの活動と事業の指導・支援を行ってい

ます。 
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◆一般社団法人全国労働金庫協会  ◆全国中小企業団体中央会 

ろうきん  全国中央会 

ろうきんは、労働組合や生活協同組合などの

働く人たちがお互いを助け合うために、資金を

出し合い、設立した協同組織の金融機関です。働

く人たちからお預かりした資金は、働く人たち

の生活を豊かにするための融資に利用し、そこ

から生まれた利益は働く人に役立つ商品の開発

や良質なサービスとして還元しています。 

ろうきんは人々が支え合う共生社会の実現を

ビジョンに掲げています。地域社会が抱える課

題の解決に向けて非営利·協同セクターと連携

し、働く人にもっとも身近で信頼される協同組

織の福祉金融機関を目指した取り組みを進めて

います。 

全国労働金庫協会は、全国 13 のろうきんの

中央機関として、こうしたビジョンの実現に向

けた業態の政策検討や方針化、経営モニタリン

グ、役職員の教育研修、日々のろうきん間の連

絡や調整などを行っています。 

 全国中小企業団体中央会と 47 都道府県の中

小企業団体中央会は、中小企業組合等の連携組

織を支援する専門機関です。 

中小企業組合では、企業や個人が連携し、相互

扶助の精神に基づき、それぞれが保有するノウ

ハウや経営資源を補完し合うことで、さまざま

な事業活動を協同して行い、組合員企業の経営

基盤の強化や単独では困難な課題解決を図って

います。 

中央会では、中小企業組合制度を通じた組織

化を推進し、その連携を強固にすることによっ

て、中小企業並びに地域産業の振興発展を図る

活動を行っています。 

   

◆生活クラブ事業連合生活協同組合連合会  ◆全国厚生農業協同組合連合会 

生活クラブ連合会  JA 全厚連 

生活クラブ連合会は、加入する全国 34 の会員

生協（生活クラブ共済連含む）が自治と連帯に基

づき共同運営する事業連合です。「協同組合の価

値と原則」に則り、競争原理に対して協同の理念

を掲げ、取り組む生活材の共同開発・共同仕入と

物流事業、広報活動、対外的な連帯活動などを行

っています。 

私たちは、自然と共生し、食べもの(Food)、

エネルギー(Energy)、ケア(Care)をできる限り

自給・循環させるＦＥＣ自給＊ネットワーク構想

に基づき、「サステイナブル（持続可能）な生き

方」を選び、すべての活動を行います。 

*経済評論家・内橋克人氏が提案した「FEC 自給圏」構想に基づく。 

 JA 全厚連は、各都道県郡の JA 厚生連に対し、

経営の支援をはじめ、情報の提供及び教育研修

を行う全国段階の連合会です。また、JA 厚生連

グループを代表して政策要請を行っています。 

JA の厚生事業は組合員および地域住民の方々

が日々健やかに過ごせるように、保健・医療・高

齢者福祉の分野で支援させていただく事業で

す。特に、農村地域における医療の確保を原点

に、良質な医療の提供、健康増進活動の促進、急

速な高齢化への対応など、各地域で積極的な活

動を展開しています。 
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◆株式会社農協観光  ◆日本コープ共済生活協同組合連合会 

N ツアー  コープ共済連 

1. 私たちは「あるがままの自然と人間との

ふれあい」「豊かな伝統文化と歴史への回

帰」「新しい技と知恵の発見」をコンセプ

トに 地球にやさしく 自然に一番近い

総合余暇産業を目指し 地域社会の発展

に寄与します。 

2. 私たちは お客様一人ひとりにまごころ

でお応えし 仲間をつくり 知性を磨き 

活力あふれる企業文化を創造し 会社を

構成する全ての人々とともに 幸福を追

求します。 

 

 コープ共済連は、共済事業を行う生協連合会

で、CO·OP 共済を実施する全国の生協（事業連

合会を含む）と全国労働者共済生活協同組合連

合会、全国大学生活協同組合連合会、日本生協連

により構成されています。 

CO·OP 共済を通じて、組合員相互の助け合い

により、組合員のくらしの中の各種の危険によ

る経済的な損失を保障することを中心として、

組合員のくらしの向上に役立ち、生協の発展、協

同組合運動の普及と豊かな社会づくりへの貢献

を目指しています。 

   

◆日本医療福祉生活協同組合連合会  ◆一般社団法人全国信用金庫協会 

医療福祉生協連  全信協 

医療福祉生協連は、医療・福祉（介護）事業を

行う生協の全国連合会です。「健康をつくる。平

和をつくる。いのち輝く社会をつくる。」を理念

に掲げ、主な事業として医師・看護師・介護士な

どの人材紹介·育成、出版・供給、教育研修、リ

ース・ レンタルなどを行っています。 

全国の医療福祉生協は、医療・福祉・助け合い

の切れ目のないサービスでくらしを支え、健康

づくりを通じてくらしとまちづくりに貢献して

います。 

 全国信用金庫協会は、全国 254 の信用金唐

(2023 年 3 月 31 日現在）と信金中央金庫を会

員とし、信用金庫の健全な発展を支援すること

を目的に設立された金融団体です。 

全信協は、信用金庫の業務運営に関する理論

と実際の調査・研究をはじめ、共同事業、関係官

庁その他に対する建議・要望活動を行うととも

に、信用金庫業界の英知と総力を結集すること

に努めています。地域の中小企業等の発展、地域

住民の豊かな暮らしの実現など、信用金庫がそ

の目的、社会的役割をより良く発揮することを

目指しています。 
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◆一般社団法人全国信用組合中央協会  ◆共栄火災海上保険株式会社 

全信中協  共栄火災 

信用組合は、相互扶助を理念とする非営利の

金融機関。現在、全国に 145 の信用組合があり

ます(2023 年 3 月 31 日現在）。102 の地域信

用組合、27 の業域信用組合、16 の職域信用組

合があり、それぞれの組合員に金融サービスを

提供しています。 

全信中協は、信用組合の中央組織として、関

係官庁や金融団体等との情報交換・連絡、業界

の意思を取りまとめて要望・意見を表明するほ

か、信用組合役職員に対する教育訓練、業界の

PR 活動、機関誌の発行、調査統計資料の作成

などを通じて信用組合業界の発展に努めていま

す。 

 共栄火災は、農林水産業協同組合、信用金庫・

信用組合、生活協同組合をはじめとする協同組

合・協同組織諸団体の前身である産業組合によ

って設立されました。 

社名である「共栄火災」は産業組合の理念であ

る「共存同栄」から 2 文字をとって命名され、

「共存同栄の精神」は共栄火災の経営理念とし

て受け継がれています。 

この理念のもと、協同組合・協同組織諸団体と

の親密な関係を保ちながら、諸団体の事業を補

償面でサポートするとともに、各種共済を補完

する役割を担うなど、組合員や会員の安定した

生活に寄与するように努めています。 

   

◆ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン  ◆労働者福祉中央協議会 

WNJ  中央労福協 

ワーカーズ・コレクティブネットワークジャ

パン（WNJ）はワーカーズ・コレクティブの全国

組織です。 

ワーカーズ・コレクティブとは「地域で暮らし

続けるために必要な機能を非営利、市民事業」と

して、全員が出資し、一人一票の平等な権利と責

任を持ち、協同して働きます。全国各地で様々な

分野で現在約 350 団体（1 号会員）が事業を展

開しています。 

2022 年 10 月に「労働者協同組合法」が施行

されました。名実ともに協同組合の仲間入りが

でき、協同労働の社会化が始まります。WNJ は、

持続可能で活力ある地域社会の実現に向けて労

働者協同組合を推進します。 

 中央労福協は、労働者福祉を総合的に推進す

るための中央組織で、労働団体、協同組合・事業

団体ならびに全国 47 都道府県の労福協で構成

されています。 

結成は 1949 年で、生活物資の確保を求めて

労働団体と生協が組織の枠組みを超えて結集す

るところから生まれ、その後様々な労働者自主

福祉事業の組織化、育成に取り組んできました。 

近年では、多重債務問題や奨学金問題対策、生

活困窮者自立支援など、広く国民の共感を得ら

れる社会運動と政策提言を行っています。 

「すべての働く人の幸せと豊かさをめざし

て、連帯・協同で安心・共生の福祉社会をつくり

ます」この理念を大切に、ポストコロナ時代を見

据えた新たなスタイルにもチャレンジしなが

ら、みんなで参加し声をあげる運動を展開して

いきます。 
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◆一般社団法人日本共済協会 
 ◆日本文化厚生農業協同組合連合会 

 日本文化厚生連 

日本共済協会は、協同組合が行う共済事業の

健全な発展を図り、地域社会における農林漁業

者、勤労者、中小企業者などの生活安定および

福祉の向上に貢献することを目的として、協同

組合共済の連携を促進する活動等に取り組む一

般社団法人です。 

正会員 12 団体、賛助会員 5 団体、計 17 団

体を会員とし、会員団体共通の課題に対応する

ための調査・研究活動や、共済団体役職員への

教・育研修活動、広報・出版活動、相談活動等

を行っています。 

 日本文化厚生連は、1948 年に農協法により設

立された、厚生連と単協の自主的な直接加入に

よる連合会です。会員が参加した共同購買事業

と協同活動を通じて、組合員と地域住民の命と

くらしを守り、誰もが健康で文化的な生活を享

受できる地域づくりを支援しています。 

『コロナ後のくらしと地域を創る厚生連医

療・農協福祉』（第 10 次中期事業計画〔2023～

25 年度〕スローガン）の充実へ、1.非営利で進

める厚生連の共同購入事業、2.協同組合医療・福

祉を担う人づくりを支える情報教育事業、3.「安

心の地域づくり」へ厚生連・単協の連携による地

域包括ケアの事業開発、4.医療・介護 DX と環境

配慮への対応を、会員の参画で進めています。 

   

◆一般社団法人全国農林漁業団体共済会   

JA 全国共済会   

全国農林漁業団体共済会は、JA をはじめとす

る農林漁業団体役職員を対象に、当該役職員の

福祉の増進を図り、団体経営の安定化ならびに

発展に寄与することを目的に 1951 年（昭和 26

年）に設立し、以来一貫して、退職金財源の積立

と支給を内容とする退職金共済事業を実施して

いる団体です。 

本会が実施する退職金共済事業は、“安全・安

心、確実”をモットーとした事業運営により、ご

利用団体からお預かりした退職金財源をお守り

し、安定した給付還元の確保に努めており、加入

団体数 1,545 団体、加入役職員数 156,844 人

（いずれも令和 5 年 3 月末現在）の方々に活用

いただいております。 
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数字で見る協同組合 
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出典：「2020 事業年度版 協同組合統計表」 

編集・製作：一般社団法人日本協同組合連携機構（JCA） 

発 行：2023 年 3 月 

■詳しくは下記 WEB サイトをご参照ください。 

https://www.japan.coop/study/statistic.php 
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第 101 回 国際協同組合デー 
2023.7.1（土） 

日本協同組合連携機構（JCA）Web サイト特設ページ 

https://www.japan.coop/wp/publication/13266 
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協同組合のアイデンティティに関する ICA 声明 
（日本協同組合学会訳）  

定義 
協同組合は、人びとの自治的な組織であり、自発的に手を結んだ人びとが、共同で所有し民主的に管

理する事業体をつうじて、共通の経済的、社会的、文化的なニーズと願いをかなえることを目的とする。 

価値 
協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯という価値を基礎とする。協同組合の創

設者たちの伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、他人への配慮という倫理

的価値を信条とする。 

原則 協同組合原則は、協同組合がその価値を実践するための指針である。 

 

第１原則  自発的で開かれた組合員制 

協同組合は、自発的な組織であり、 性
ジェンダー

による差別、社会的、人種的、政治的、宗教的な差別を行なわない。 協

同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員としての責任を受け入れる意志のあるすべての人びとに開か

れている。 

第２原則  組合員による民主的管理 

協同組合は、組合員が管理する民主的な組織であり、組合員は、その政策立案と意思決定に積極的に参加する。選

出された役員として活動する男女は、すべての組合員に対して責任を負う。単位協同組合の段階では、組合員は平等

の議決権（１人１票）をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方法によって組織される。 

第３原則  組合員の経済的参加 

組合員は、協同組合に公正に出資し、その資本を民主的に管理する。少なくともその資本の一部は、通常、協同組

合の共同の財産とする。組合員は、組合員になる条件として払い込まれた出資金に対して、利子がある場合でも、通

常、制限された利率で受け取る。組合員は、剰余金を次のいずれか、またはすべての目的のために配分する。 

準備金を積み立てて、協同組合の発展に資するため―その準備金の少なくとも一部は分割不可能なものとする― 

協同組合の利用高に応じて組合員に還元するため 

組合員の承認により他の活動を支援するため 

第４原則  自治と自立 

協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取り決めを行なう場

合、または外部から資本を調達する場合には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自治を保持する条件の

もとで行なう。 

第５原則  教育、研修および広報 

協同組合は、組合員、選出された役員、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、教育と研修を

実施する。協同組合は、一般の人びと、特に若い人びとやオピニオンリーダーに、協同することの本質と利点を知ら

せる。 

第６原則  協同組合間協同 

協同組合は、地域的
ロ ー カ ル

、全国的、（国を越えた）広域的
リージョナル

、国際的な組織をつうじて協同することにより、組合員にも

っとも効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化する。 

第７原則  地域社会
コ ミ ュ ニ テ ィ

への関与 

協同組合は、組合員が承認する政策にしたがって、地域社会
コ ミ ュ ニ テ ィ

の持続可能な発展のために活動する。 
 

 


